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（
財
政
金
融
委
員
会
）

金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
今
次
の
金
融
危
機
を
受
け
た
国
際
的
な
議
論
や
我
が
国
の
実
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
強
化
及

び
投
資
家
等
の
保
護
を
図
る
た
め
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
関
す
る
清
算
機
関
の
利
用
の
義
務
付
け
、
金
融
商
品
取
引

業
者
の
グ
ル
ー
プ
規
制
の
強
化
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
決
済
の
安
定
性
・
透
明
性
の
向
上

１

金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
（
国
内
清
算
機
関
）
に
対
し
、
主
要
株
主
規
制
及
び
最
低
資
本
金
規
制
を
導
入
す
る
と
と
も

に
、
外
国
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
制
度
を
創
設
す
る
等
、
清
算
関
連
の
基
盤
整
備
を
図
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
。

２

一
定
の
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
つ
い
て
、
清
算
機
関
の
利
用
を
義
務
付
け
、
取
引
の
特
性
に
か
ん
が
み
我
が
国

に
お
い
て
清
算
す
る
必
要
が
あ
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
国
内
清
算
機
関
の
利
用
を
義
務
付
け
る
。

３

金
融
商
品
取
引
業
者
等
及
び
清
算
機
関
に
対
し
、
取
引
情
報
の
保
存
及
び
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
報
告
を
義
務
付
け
る
と

と
も
に
、
取
引
情
報
蓄
積
機
関
の
指
定
制
度
を
創
設
し
、
取
引
情
報
蓄
積
機
関
に
よ
る
取
引
情
報
の
保
存
及
び
報
告
を
金

融
商
品
取
引
業
者
等
が
選
択
で
き
る
制
度
を
整
備
す
る
。
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二
、
金
融
商
品
取
引
業
者
の
グ
ル
ー
プ
規
制
・
監
督
の
強
化

１

総
資
産
の
規
模
が
一
定
金
額
を
超
え
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
者
に
対
し
て
、
連
結
自
己
資
本
規
制
を
導
入
し
、
子

会
社
等
に
対
す
る
監
督
規
定
等
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
適
切
な
業
務
運
営
の
確
保
の
必
要
性
が
特
に
高
い
と
認
め
ら
れ

る
と
き
に
、
一
定
の
親
会
社
を
指
定
す
る
制
度
を
設
け
、
親
会
社
や
そ
の
子
会
社
等
に
対
す
る
監
督
規
定
等
を
整
備
す
る

等
、
金
融
商
品
取
引
業
者
に
対
す
る
連
結
規
制
・
監
督
を
導
入
す
る
。

２

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
者
及
び
投
資
運
用
業
者
に
つ
い
て
、
過
半
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
主
要
株
主
に
対
す
る
業

務
改
善
命
令
を
可
能
と
す
る
等
、
主
要
株
主
規
制
を
強
化
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
。

三
、
そ
の
他

保
険
会
社
に
対
す
る
連
結
財
務
規
制
を
導
入
す
る
ほ
か
、
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
可
能
と
す

る
対
象
を
金
融
商
品
取
引
業
者
全
般
に
拡
大
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

四
、
施
行
期
日

一
１
及
び
二
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
、
一
２
及
び
一
３
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二

年
半
を
、
そ
れ
ぞ
れ
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
な
ど
、
所
要
の
施
行
期
日
を
定
め
る
。


